
Ａ２２４ 無菌治療室管理加算（１日につき）

１ 無菌治療室管理加算１ 3,000点

２ 無菌治療室管理加算２ 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地

方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行

われた入院患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）又は第３節の

特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者

に限り、ＨＩＶ感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養

環境特別加算を算定するものを除く。）について、当該基準に係る区分に従い、90

日を限度として所定点数に加算する。

Ａ２２５ 放射線治療病室管理加算（１日につき） 2,500点

注 治療上の必要があって、保険医療機関において、放射線治療病室管理が行われた

入院患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）又は第３節の特定入

院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に

限る。）について、所定点数に加算する。

Ａ２２６ 重症皮膚潰瘍管理加算（１日につき） 18点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰

瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行

い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者（第１節の入院基本料（特

別入院基本料等を含む。）のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に

算定している患者に限る。）について、所定点数に加算する。

Ａ２２６－２ 緩和ケア診療加算（１日につき） 390点

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療

を行った場合に、当該患者（第１節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）

又は第３節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定

している患者に限る。以下この区分番号において同じ。）について、所定点数に

加算する。

２ 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保

険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注１に規定する届出の有無にか

かわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算（特定地域）として、

200点を所定点数に加算することができる。

３ 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所

定点数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア

を要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、

個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

Ａ２２６－３ 有床診療所緩和ケア診療加算（１日につき） 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必

要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。

Ａ２２７ 精神科措置入院診療加算（入院初日） 2,500点

注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神

保健福祉法」という。）第29条又は第29条の２に規定する入院措置に係る患者（第

１節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）又は第３節の特定入院料のうち、

精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）につ

いて、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

Ａ２２７－２ 精神科措置入院退院支援加算（退院時１回） 600点
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